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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　油を受ける窪みを備えた油受けと、該油受けの上にセットされ、中央に開けられた熱流
入口を備え、該窪みに向けて放射状に均等に開けられた排出口を備えた焼板と、該焼板に
掛ける半球形の蓋とを含む簡便調理器において、
　前記油受けは、中央の上側方向へ直径を次第に小さくしながら一体的に延長、上昇し、
前記焼板の熱流入口に火炎を案内する排熱口と、
　前記油受けの外郭側面に開けられて、前記蓋の内部及び前記焼板の排出口を経由して下
降した火炎を外部に排出させる通風口と、
　前記排熱口の周囲に開けられて補助火炎を流入させる補助孔と、を含み、
　前記蓋は、前記油受けの枠に支持される天井孔を備えた金属ボディと、前記天井孔にバ
ンド装着されるガラスカバーとを含んで構成されることを特徴とする簡便調理器。
【請求項２】
　排熱口の周囲に窪みを備えた油受けと、該油受け上にセットされ、該排熱口を経由した
炎を流入させる熱流入口を備えた焼板と、該焼板に掛ける半球形の蓋と、前記蓋の天井に
組み立てられた反射板を含む簡便調理器において、
　前記反射板は、中心が低く放射状に次第に高くなり、ふたたび最外郭に向かって低くな
り、該中心から最外郭へ向け渦巻状に均等に配列された谷部と頂部とを含んで構成される
ことを特徴とする簡便調理器。
【請求項３】
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　前記蓋は、前記油受けの枠に支持される天井孔を備えた金属ボディと、前記天井孔にバ
ンド装着されるガラスカバーとを含んで構成されることを特徴とする、請求項２に記載の
簡便調理器。
【請求項４】
　前記ガラスカバーの中央に開けられた上側孔と、
　前記反射板の中央に開けられた下側孔と、
　前記ガラスカバーの上に被せられ楕円形の孔を備えた補助板と、
　前記楕円形の孔に嵌められて装着される楕円形ナットと、
　前記下側孔および上側孔を経由して前記楕円形ナットに結合されるボルトとを含んで構
成されることを特徴とする請求項３に記載の簡便調理器。
【請求項５】
　前記蓋の側面に装着され、天井の中心に向かって折り曲がって延長された取手を含んで
構成されることを特徴とする、請求項２から４のいずれか１項に記載の簡便調理器。
【請求項６】
　前記取手は、前記蓋の側面にリベット装着され、天井の中心へ向けて折り曲げられた固
定片と、該固定片に嵌め込まれながらネジ結合され、該蓋の天井の中心へ向けて延長され
る手掴み部とを含んで構成されることを特徴とする請求項５に記載の簡便調理器。
【請求項７】
　前記焼板は、前記油受けの窪みに向けて放射状に均等に開けられた排出口を含んで構成
されることを特徴とする請求項２から４のいずれか１項に記載の簡便調理器。
【請求項８】
　前記油受けの側面に開けられた通風口を含んで構成されることを特徴とする請求項７に
記載の簡便調理器。
【請求項９】
　前記油受けは、前記排熱口の周囲に開けられた補助孔をも含んで構成されることを特徴
とする、請求項２から４のいずれか１項に記載の簡便調理器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、調理物を立体的に、迅速に焼き上げることを可能にした簡便調理器に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、肉類や鮮魚類などを焼く場合、金属やセラミックなどの材質からなるフライパ
ン型、板型または金属材質からなる焼板型の調理器具を使用して調理物を調理する方法が
採られる。
【０００３】
　この場合、調理物の表面に熱が順に伝わり、焼板に接する面から先に熱が通るため、反
対側の部位に熱を通すために必ずひっくり返さなければならない手間が生じる。
【０００４】
　そして、調理物から排出され、あるいは調理のために使われた油などが加熱されると、
煙と共に臭気が発生し、とくに金属材質からなる焼板の場合は、熱源に露出した調理物の
接触面が先に焦げ、激しい煙と不快な臭気を発生させ、また、加熱部に落ちる油や調理物
などは炎を誘発し安全上の問題をきたし、さらに空気中に飛散した油の微粒子や臭気の微
粒子などが衣服や身体または周辺環境を汚染させるなどの不便をもたらしている。
【０００５】
　また、鍋を利用する料理の場合も、金属やセラミック材質の調理器具に伝わる熱を主な
熱源として利用するため、スープや油が必須となる料理に限られてしまい、とくにピザや
パン、パイ、グラタンなどの焼き調理が必要な料理には別のオーブンを使わなければなら
ず手間がかかる。
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【０００６】
　のみならず、オーブンを使えば食べ物の中までまんべんなく熱を通して、様々な料理を
完成させられるが、オーブンの余熱のためにかなりの時間が必要となり、比較的量が少な
い料理には適当ではなく、さらに早く簡単にオーブン料理を作りたい場合に制約を受ける
短所がある。
【０００７】
　このような短所を克服するために、本願出願人は、２００７年５月９日付で大韓民国特
許出願第２００７－００４４９２４号（簡便調理器に関する特許文献１。以下「従来技術
」という）を出願した。
【０００８】
　図１は、従来技術の簡便調理器を示す分解斜視図である。
【０００９】
　従来技術の簡便調理器は、図１で図示した通り、通常のガスバーナ上に順に配置される
油受け（１０）、焼板（３０）および蓋（６０）で構成される。
【００１０】
　油受け（１０）は、排熱口（１２）の周囲に窪み（１４）を備え、熱を冷ますための水
や調理物（７０）から落下する油を受けられるようにし、焼板（３０）は油受け（１０）
上にセットされ、排熱口（１２）を経由した炎を流入させる熱流入口（３２）を備える。
【００１１】
　蓋（６０）は、適宜焼板（３０）に掛け、調理物（７０）を直火または伝導熱で焼いた
り熱したりできるようにする。
【００１２】
　図２ａは、従来技術の簡便調理器の蓋を開けた状態を示した斜視図であり、図２ｂは、
従来技術による簡便調理器を示した断面図である。
【００１３】
　従来技術による簡便調理器は、図２ａおよび図２ｂで図示した通り、蓋（６０）の天井
に組み立てられ、熱流入口（３２）を経由した炎を、噴水形に回折輻射、対流循環させる
反射板（８０）を、中心的な構成として含む。
【００１４】
　つまり、中心が低く放射状に次第に高くなり、ふたたび最外郭に至って低くなる噴水形
の反射板（８０）を付け、熱流入口（３２）を経由した炎が反射板（８０）の中心に相接
しながら全方向へ徐々に上昇し、反射板（８０）の最外郭に至り再び下降回折し、蓋（６
０）の内部で輻射、対流循環することで、調理物（７０）を均一に焼き上げると同時に、
臭気微粒子の一掃を可能とするものである。
【００１５】
　反射板（８０）は、蓋（６０）の上部に固定された取手（６１）と一体となるようボル
ト（Ｂ）で組み立ててその組立性を保証し、これらのボルト（Ｂ）には遠赤外線を放射す
る、例えばセラミックや麦飯石からなる遠赤外線放射体（Ｗ）を吊るして、熱流入口（３
２）を経由した炎と共に多量の遠赤外線で調理物（７０）を均一に焼くことができるよう
にし、調理物（７０）の質感や味を大きく向上させる。
【００１６】
　あわせて、反射板（８０）には、セラミックコーティング層（８１）を形成させ、蓋（
６０）の内部から遠赤外線が全方位へ放射されるようにすることが望ましい。
【００１７】
　図３ａは、従来技術の他の簡便調理器を示した斜視図であり、図３ｂは、従来技術の他
の簡便調理器を示した断面図である。
【００１８】
　従来技術の他の簡便調理器は、図３ａおよび図３ｂで図示した通り、熱流入口（３２）
の上側方向へ延長された突出枠（３２ｂ）に、着脱可能なように被せられるキャップ（９
０）を含むことができる。
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【００１９】
　図２ａおよび図２ｂで図示した通り、直火熱で調理物（７０）に熱を通そうとする場合
は、キャップ（９０）を分離し、蓋（６０）を全体的に掛けて回折輻射、対流循環式の炎
を利用し、一方、図３ａおよび図３ｂで図示した通り、焼板（３０）の伝導熱で調理物（
７０）を焼こうとする場合は、蓋（６０）を開け、熱流入口（３２）の突出枠（３２ｂ）
にキャップ（９０）を被せて、油受け（１０）の排熱口（１２）から流入する炎を、適切
に、部分的に遮断させると同時に、焼板（３０）の熱せられた熱を利用することで、直火
熱と伝導熱を様々な形で活用可能となる。
【００２０】
　このとき、キャップ（９０）は突出枠（３２ｂ）の外周縁に相接しながら排熱口（１２
）から流入した炎をシャワー状に落下・通過させるよう、上面（９１）の外周縁から下側
方向へ伸びるヒダ状カバー（９２）を備えることができる。
【００２１】
　熱流入口（３２）の突出枠（３２ｂ）とキャップ（９０）のヒダ状カバー（９２）が互
いに交番的に接触することで、その隙間となる下向式火炎通路（９２ａ）を確保できるよ
うになり、これにより油受け（１０）の排熱口（１２）から流入した炎がキャップ（９０
）の上面（９１）にぶつかりながら、下向式火炎通路（９２ａ）を経由してシャワー状に
部分落下・通過が可能となり、焼板（３０）の伝導熱により熱が通った調理物（７０）が
シャワー式の炎を同時に受けて焼き上げられ、油を部分的に一掃することは無論のこと、
より美味な調理を可能にするものである。
【００２２】
　また、キャップ（９０）は、上面（９１）の中心に向かうにつれ次第に低くなる凹溝（
９１ａ）を備えニンニクなどを置きやすくすることもできる。
【００２３】
　一方、油受け（１０）は、窪み（１４）の外側方向へ折り曲げ延長された外側カバー（
１５）と、この外側カバー（１５）の上に直立して焼板（３０）を支持する支持台（１１
）を含むことができる。
【００２４】
　油受け（１０）の外側カバー（１５）に支持台（１１）を付けることにより、油受け（
１０）を洗浄する場合に、窪み（１４）に支持台（１１）が直に形成されたものに比べは
るかに便利に洗浄することができ、支持台（１１）自体の高さも相対的に低くすることが
でき、全体の重量を減らせるのみならず、生産費用を同時に節減でき望ましい結果が得ら
れる。
【００２５】
　同時に、焼板（３０）は油受け（１０）の窪み（１４）に向けて最低の高さの傾斜をな
すと共に、この窪み（１４）に向けて排出口（３１）が放射状に均等に配列され、調理物
（７０）の油をより円滑に落下させている。
【００２６】
　また、従来技術による簡便調理器は、上記構成の有用性と共に、油受け（１０）から離
隔された状態で熱流入口（３２）に結合され、排熱口（１２）から流入した炎を誘導しな
がら上昇・通過する熱流入管（２０）を含むことができ、この熱流入管（２０）には、焼
板（３０）の熱流入口（３２）内側に突き出た突起（３２ａ）にネジ結合できるよう、上
側に陥没成形させた螺旋形ライン溝（２１）を備えている。
【００２７】
　焼板（３０）が空中に浮上するよう、油受け（１０）の外側カバー（１５）に付けられ
た支持台（１１）に支持されると同時に、熱流入管（２０）も熱流入口（３２）に結合し
て空中に浮上させることで、ガスバーナからの熱気を部分誘導しながら上昇・通過させる
。
【００２８】
　本願出願人は、上記構成からなる従来技術による簡便調理器をより発展させ、本発明を
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提案するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２９】
【特許文献１】大韓民国特許出願第２００７－００４４９２４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００３０】
　本発明の目的は、調理物をより立体的に焼けるようにすると同時に、調理時間の短縮と
あわせ、調理中に発生する臭気微粒子などを一掃し、外部への汚れを未然に防ぐ簡便調理
器を提供することにある。
【００３１】
　本発明の目的は、焼板の熱流入口にガスバーナの炎を直接誘導し、蓋の内部へ全量投入
されるよう、油受けの中央上側方向へ直径を次第に小さくしながら一体的に延長、上昇し
、熱流入口に相接して合致する排熱口を備え、微熱の火のみによっても調理物を迅速に、
焦がさずに焼くことができ、エネルギーの節減を可能とする簡便調理器を提供することに
ある。
【００３２】
　本発明の目的は、微熱の炎を、全量排熱口を通じて熱流入口へ誘導し、蓋の内部へ投入
させ、調理物を全く焦がさずに迅速に焼くことができ、生産性および組立性の極大化を図
ることができる簡便調理器を提供することにある。
【００３３】
　本発明の目的は、調理物を熱した炎が、排出口を経由して油受けの通風口へ自然に排出
されるようにし、熱流の流れが排熱口および熱流入口を通り蓋の内部および排出口ならび
に通風口につながる流れを誘導することにより、微弱な火の熱でも調理物を焦がさずに焼
くことができる簡便調理器を提供することにある。
【００３４】
　本発明の目的は、調理物を焼くときに熱流の分散を図るため、排熱口の周囲に補助孔を
開けて熱の分散を誘導し、これらの補助孔から分散した熱が焼板の下側を加熱し、調理物
をとくにひっくり返すことなく全方位から熱を加える補助機能を発揮し、さらに蓋の内部
で発生する臭気微粒子の一部が、排出口を通って排出されるときに、補助孔から供給され
る分散された炎で再度臭気微粒子を消し、臭気の除去をより確実に実現するマルチ機能を
果たす簡便調理器を提供することにある。
【００３５】
　本発明は、排熱口または熱流入口を経由した炎が、反射板の中心に相接しながら全方向
へ徐々に上昇し、谷部と頂部からなる渦巻の方向に沿って自然に誘導され、反射板の最外
郭に向かって下降回折および屈折し、蓋の内部で輻射、対流および特に渦流循環すること
で、調理物を均一に焼き上げると同時に、臭気微粒子の一掃を確実に実現することが可能
な簡便調理器を提供することにある。
【００３６】
　本発明の目的は、油受けに直接相接する蓋の下部分は耐久性を与えるため金属ボディで
製作し、この蓋の上部に天井孔を付け、バンドでガラスカバーが装着されるようにするこ
とで、調理物を肉眼で確認しながら焦がさずに焼くことが可能な簡便調理器を提供するこ
とにある。
【００３７】
　本発明の目的は、取手が蓋の側面に装着され、天井の中心へ向けて折り曲げ延長される
ことにより、蓋を床面に置こうとする場合に、取手を折り曲げられる部分と蓋の側面が互
いに均衡（平衡）をなし、直立させる（立てる）ことができるようになり、その使用上の
利便性を向上させることができる。
【００３８】
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　本発明の目的は、調理物を肉眼で確認しながら焼くことができ、補助板の楕円形の孔と
楕円形ナットを互いに噛み合わせて組み立てられるようにし、ボルトを絞めようとすると
き、面積の広い補助板を手で掴みながらボルトを簡単に回転させ固定できるようにして、
その組立性を大きく向上させる簡便調理器を提供することにある。
【００３９】
　本発明の目的は、蓋を直立して立てられるようにし、使用上の利便性を向上させた簡便
調理器を提供することにある。
【００４０】
　本発明の目的は、焼板の排出口から抜け出る熱流が、油受けの通風口へ自然に排出され
るようにし、炎および熱流の円滑な流れを確保しながら、生産性（従来技術に備えられた
支持台の除去による生産性）を高め、全体のサイズ（支持台を除いた高さ分のサイズ）を
相対的に減らすことができる簡便調理器を提供することにある。
【００４１】
　本発明の目的は、熱流入口を経由した炎の中に含まれる臭気微粒子が、蓋の内部で輻射
、対流および渦流循環する過程で除去された後、焼板の排出口を経由して一部が抜け出て
、油受けの通風口へ排出されるとき、補助孔から流入する補助火炎により完全燃焼できる
ようにする一方、ガスバーナの炎を排熱口と補助孔とに分散させ、油受けの過度の加熱を
未然に防止し、窪みに溜まった油による火災を未然に防ぐ簡便調理器を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００４２】
　上記課題を解決するために、本発明の代表的な構成は、油を受ける窪みを備えた油受け
と、その油受けの上にセットされ、中央に開けられた熱流入口を備え、上記窪みへ向けて
放射状に均等に開けられた排出口を備えた焼板と、上記焼板に掛ける半球形の蓋とを含む
簡便調理器において、上記油受けは、中央の上側方向へ直径を次第に小さくしながら一体
的に延長、上昇し、上記焼板の熱流入口に相接して合致する排熱口を備え、その外郭側面
に開けられた通風口を含んで構成されることをその技術的構成上の基本的特徴とする。
【００４３】
　上記油受けは、排熱口の周囲に開けられた補助孔を含むとよい。
【００４４】
　上記蓋は、中心が低く放射状に次第に高くなり、ふたたび最外郭に向かって低くなり、
その中心から最外郭へ向け渦巻状に均等に配列された、谷部と頂部とを有する反射板を含
むとよい。
【００４５】
　上記課題を解決するために、本発明の他の代表的な構成は、排熱口の周囲に窪みを備え
た油受けと、上記油受け上にセットされ、上記排熱口を経由した炎を流入させる熱流入口
を備えた焼板と、上記焼板に掛ける半球形の蓋と、上記蓋の天井に組み立てられた反射板
を含む簡便調理器において、上記反射板は、中心が低く放射状に次第に高くなり、ふたた
び最外郭に向かって低くなり、その中心から最外郭へ向け渦巻状に均等に配列された谷部
と頂部とを含んで構成されることをその技術的構成上の基本的特徴とする。
【００４６】
　上記蓋は、油受けの枠に支持される天井孔を備えた金属ボディと、天井孔にバンド装着
されるガラスカバーとを含んで構成されるとよい。
【００４７】
　当該簡便調理器は、上記ガラスカバーの中央に開けられた上側孔と、反射板の中央に開
けられた下側孔と、ガラスカバーの上に被せられ楕円形の孔を備えた補助板と、楕円形の
孔に嵌められて装着される楕円形ナットと、下側孔および上側孔を経由して楕円形ナット
に結合されるボルトとを含んで構成されるとよい。
【００４８】
　当該簡便調理器は、上記蓋の側面に装着され、天井の中心に向かって折り曲がって延長
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された取手を含んで構成されるとよい。
【００４９】
　上記取手は、蓋の側面にリベット装着され、天井の中心へ向けて折り曲げられた固定片
と、固定片に嵌め込まれながらネジ結合され、蓋の天井の中心へ向けて延長される手掴み
部とを含んで構成されるとよい。
【００５０】
　上記焼板は、油受けの窪みに向けて放射状に均等に開けられた排出口を含んで構成され
るとよい。
【００５１】
　当該簡便調理器は、上記油受けの側面に開けられた通風口を含んで構成されるとよい。
【００５２】
　上記油受けは、排熱口の周囲に開けられた補助孔をも含んで構成されるとよい。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明は、焼板の熱流入口にガスバーナの炎を直接誘導し、蓋の内部へ全量投入される
よう、油受けの中央上側方向へ直径を次第に小さくしながら一体的に延長、上昇し、熱流
入口に相接して合致する排熱口を備えることで、微熱の火のみによっても調理物を迅速に
、焦がさずに焼くことができ、エネルギーの節減を可能とする優れた効果がある。
【００５４】
　本発明は、微熱の炎を、漏出させることなく、全量排熱口を通じて熱流入口へ誘導し蓋
の内部に投入すること、調理物の焦げ付きを一切起こさずに迅速に焼くことができ、さら
に従来技術による多数の部品（熱流入管など）を無くす代わりに、油受けの中央に一体形
成された排熱口を付けることで、生産性および組立性の極大化を図ることができる著しい
効果がある。
【００５５】
　本発明は、調理物を熱した炎が、排出口を経由して油受けの通風口へ自然に排出される
ようになり、熱流の流れが排熱口および熱流入口を通り蓋の内部および排出口ならびに通
風口につながる流れを誘導することとなり、微弱な火の熱でも調理物を焦がさずに焼くこ
とができる利点がある。
【００５６】
　本発明は、調理物を焼くときに熱流の分散を図るため、排熱口の周囲に補助孔を開けて
熱の分散を誘導し、これらの補助孔から分散した熱が焼板の下側を加熱し、調理物をとく
にひっくり返すことなく全方位から熱を加える補助機能を発揮し、さらに蓋の内部で発生
する臭気微粒子の一部が、排出口を通って排出されるときに、補助孔から供給される分散
された炎で再度臭気微粒子を消し、臭気の除去をより確実に実現するマルチ機能を果たす
著しい効果がある。
【００５７】
　本発明は、熱流入口を経由した炎が反射板の中心に相接しながら全方向へ徐々に上昇し
、谷部と頂部からなる渦巻の方向に沿って自然に誘導され、反射板の最外郭に向かって下
降回折および屈折し、蓋の内部で輻射、対流およびとくに渦流循環することで、調理物を
均一に焼き上げると同時に、臭気微粒子の一掃を確実に実現する優れた効果がある。
【００５８】
　本発明は、油受けに直接相接する蓋の下部分を金属ボディで製作して耐久性を高め、こ
の蓋の上部に天井孔を付け、バンドでガラスカバーを装着可能としたことで、調理物を肉
眼で確認しながら焦がさずに焼くことが可能という著しい効果がある。
【００５９】
　本発明は、補助板に楕円形の孔を備え、この楕円形の孔に楕円形ナットが嵌るようにし
、下側孔および上側孔を経由してボルトを絞めようとするとき、面積の広い補助板を手で
掴みながらボルトを簡単に回転させ固定できるようにし、その組立性を大きく向上できる
利点がある。
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【００６０】
　本発明は、取手が蓋の側面に装着され、天井の中心へ向けて折り曲げ延長されることに
より、蓋を床面に置こうとする場合に、取手を折り曲げられる部分と蓋（金属ボディ）の
側面が互いに均衡（平衡）をなし、床に直立させる（立てる）ことができるようになり、
その使用上の利便性（野外において日常生活同様に蓋をそのまま掛ける場合、その縁に土
が付いてしまう難点を防ぎ、さらに蓋を直立させる場合、そのスペースに占める割合を最
小に留めることができる利便性）を向上させる長所がある。
【００６１】
　本発明は、固定片が金属ボディの側面にリベット装着され、互いの組立性および固定力
を極大化することができ、さらに手掴み部も固定片にネジ結合させることで、互いの組立
性は無論のこと、蓋との調和においてシンプルな外観が同時に得られる利点がある。
【００６２】
　本発明は、蓋の内部の熱流が焼板の排出口から抜け出て、油受けの通風口へ排出される
ようにし、炎および熱流の円滑な流れを確保することができ、つまり従来技術の支持台を
無くして、焼板の熱流入口に油受けの排熱口が直接相接することにより、炎および熱流の
排出通路が無くなる現象を油受けの通風口で補完することで熱流の流れを確保することが
でき、さらに生産性（支持台除去による生産性）を高めることができ、全体のサイズ（支
持台を無くした高さの分、小さくなるサイズ）を相対的に減らすことができる利点がある
。
【００６３】
　本発明は、熱流入口を経由した炎の中に含まれる臭気微粒子が、蓋の内部で輻射、対流
および渦流循環する過程で除去された後、焼板の排出口を経由して一部が抜け出て、油受
けの通風口へ排出されるとき、補助孔から流入する補助火炎により完全燃焼できるように
する一方、ガスバーナの炎を排熱口と補助孔とに分散させ、油受けの過度の加熱を未然に
防止し、窪みに溜まった油による火災を未然に防ぐ、優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】従来技術による簡便調理器を示す分解斜視図である。
【図２ａ】従来技術の簡便調理器を示す蓋をオープンした斜視図である。
【図２ｂ】従来技術による簡便調理器を示した断面図である。
【図３ａ】従来技術の他の簡便調理器を示した斜視図である。
【図３ｂ】従来技術の他の簡便調理器を示した断面図である。
【図４】本発明の実施形態による簡便調理器を示す分解斜視図である。
【図５】本発明の実施形態による簡便調理器を示す分解斜視図である。
【図６】図４の簡便調理器の蓋を開けた状態を示した斜視図である。
【図７】図５の簡便調理器の蓋を開けた状態を示した斜視図である。
【図８】図４の簡便調理器を示した断面図である。
【図９】図５の簡便調理器を示した断面図である。
【図１０】図４または図５の簡便調理器の反射板を底面から見た斜視図である。
【図１１】図４の簡便調理器の蓋を示す分解斜視図である。
【図１２】図５の簡便調理器の蓋を示す分解斜視図である。
【図１３】図４の簡便調理器の蓋を、縦においた様子を示した斜視図である。
【図１４】図５の簡便調理器の蓋を、縦においた様子を示した斜視図である。
【図１５】図４の簡便調理器のサンプルを撮影した写真である。
【図１６】図５の簡便調理器のサンプルを撮影した写真である。
【図１７】図４または図５の簡便調理器のサンプルを撮影した写真である。
【図１８】図４または図５の簡便調理器のサンプルを撮影した写真である。
【発明を実施するための形態】
【００６５】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。か
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かる実施形態に示す寸法、材料、その他具体的な数値などは、発明の理解を容易とするた
めの例示に過ぎず、特に断る場合を除き、本発明を限定するものではない。なお、本明細
書および図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号
を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略す
る。
【００６６】
　本発明による簡便調理器の望ましい実施形態を、図面を参照しつつ説明するものとする
。
【００６７】
　図４および図５は、本実施形態による簡便調理器を示す分解斜視図であり、図６および
図７は、それぞれ、図４および図５の簡便調理器を示す蓋（１３０）をオープンした斜視
図であり、図８および図９は、それぞれ、図４および図５の簡便調理器を示した断面図で
あり、図１０は、図４または図５の簡便調理器の反射板（１４０）を底面から見た斜視図
である。
【００６８】
　本実施形態による簡便調理器は、図４～図１０で図示した通り、通常のガスバーナ上に
順に配置される油受け（１１０）、焼板（１２０）および蓋（１３０）で構成される。
【００６９】
　油受け（１１０）は、排熱口（１１１）の周囲に窪み（１１２）を備え、熱を冷ますた
めの水や調理物から落下する油を受け入れることができ、焼板（１２０）は油受け（１１
０）上にセットされ、中央に、排熱口（１１１）を経由した炎が流入する熱流入口（１２
１）を備えつつ、油受け（１１０）の窪み（１１２）に向けて放射状に均等に開けられた
排出口（１２２）を備える。
【００７０】
　また、蓋（１３０）は、焼板（１２０）に掛けて、調理物を直火または伝導熱で焼いた
り熱したりできるよう、半球形からなる。
【００７１】
　とくに、油受け（１１０）は中央の上側方向へ直径を次第に小さくしながら一体的に延
長、上昇し、焼板（１２０）の熱流入口（１２１）に相接して合致する排熱口（１１１）
を備え、その外郭側面に開けられた通風口（１１３）を備える。
【００７２】
　焼板（１２０）の熱流入口（１２１）にガスバーナの炎を直接誘導し蓋（１３０）の内
部へ全量投入されるよう油受け（１１０）の中央上側方向へ直径を次第に小さくしながら
一体的に延長、上昇し、熱流入口（１２１）に相接して合致する排熱口（１１１）を備え
ることにより、微熱の火のみによっても調理物を焦がさず迅速に焼くことができ、エネル
ギーの節減が可能となる。
【００７３】
　つまり微熱の火を漏出させることなく、全量を、排熱口（１１１）を通じて熱流入口（
１２１）へ誘導し蓋（１３０）の内部に投入すること、調理物の焦げ付きを一切起こさず
、迅速に、とくに望ましい仕上がりに焼くことができ、さらに従来技術による多数の部品
（熱流入管など）を無くす代わりに、油受け（１１０）の中央に一体形成された排熱口（
１１１）を付けることで、生産性および組立性の極大化を図ることができる。
【００７４】
　そして、調理物を熱した炎は、排出口（１２２）を経由して油受け（１１０）の通風口
（１１３）へ自然に排出されるようになり、熱流の流れが排熱口（１１１）および熱流入
口（１２１）を通り蓋（１３０）の内部および排出口（１２２）ならびに通風口（１１３
）へとつながる流れを誘導し、微弱な火の熱でも、調理物を焦がさず迅速に焼くことを可
能にするものである。
【００７５】
　一方、本実施形態の簡便調理器に適用された油受け（１１０）は、排熱口（１１１）の
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周囲に開けられた補助孔（１１４）を含むことができる。
【００７６】
　調理物を焼くときにガスバーナから炎が供給され、排熱口（１１１）を経由して投入さ
れる場合は油受け（１１０）そのものの加熱流を全量受け入れるよりなく、窪み（１１２
）に溜まった油が赤く熱せられた油受け（１１０）により火災につながる恐れもあるため
、熱流を分散させるため排熱口（１１１）の周囲に補助孔（１１４）を開けて熱の分散を
誘導し、これらの補助孔（１１４）から分散した熱は焼板（１２０）の下側を加熱し、調
理物をとくにひっくり返すことなく全方位から熱を加える補助機能を発揮し、さらに蓋（
１３０）内部で発生する臭気微粒子の一部が、排出口（１２２）を通って排出されるとき
に、補助孔（１１４）から供給される分散された炎で再度臭気微粒子を消し、臭気の除去
をより確実に実現するマルチ機能を果たすこととなる。
【００７７】
　さらに、本実施形態による簡便調理器は、図６～図１０で図示した通り、蓋（１３０）
の天井に組み立てられ、排熱口（１１１）、熱流入口（１２１）を経由した炎を、渦巻状
に回折輻射、対流循環させる反射板（１４０）を備える。
【００７８】
　より具体的には、反射板（１４０）は、中心が低く放射状に次第に高くなり、ふたたび
最外郭に向かって低くなり、その中心から最外郭へ向けて谷部（１４１）と頂部（１４２
）とが渦巻状に均等に配列される。
【００７９】
　このような反射板（１４０）の特徴により、排熱口（１１１）、熱流入口（１２１）を
経由した炎が反射板（１４０）の中心に相接しながら全方向へ徐々に上昇し、谷部（１４
１）と頂部（１４２）の渦巻方向に沿って自然に誘導され、反射板（１４０）の最外郭に
向かって下降回折および屈折し、蓋（１３０）の内部で輻射、対流およびとくに渦流循環
することにより、調理物を均一に焼き上げると同時に、臭気微粒子の一掃を実現可能とす
る。
【００８０】
　とくに、炎および熱流が、反射板（１４０）の谷部（１４１）と頂部（１４２）に沿っ
て渦巻状に渦流し、調理物をより立体的に焼くことを可能にしたことは、本願出願人によ
る従来技術に続く後続の開発モデルとなる。
【００８１】
　図１１および図１２は、それぞれ、図４および図５の簡便調理器の蓋（１３０）を示す
分解斜視図である。
【００８２】
　本実施形態による簡便調理器の蓋（１３０）は、油受け（１１０）の枠に支持される天
井孔（１３１a）を備えた金属ボディ（１３１）と、その天井孔（１３１a）にバンド（１
３３）装着されるガラスカバー（１３２）で構成される。
【００８３】
　油受け（１１０）に直接相接する蓋（１３０）の下部分は、耐久性を与えるため金属ボ
ディ（１３１）で製作し、この蓋（１３０）の上部に天井孔（１３１a）を付け、バンド
（１３３）でガラスカバー（１３２）が装着されるようにすることで、調理物を肉眼で確
認しながら焦がさずに焼くことが可能となる。
【００８４】
　このとき、蓋（１３０）は、ガラスカバー（１３２）の中央に開けられた上側孔（１３
２a）と、反射板（１４０）の中央に開けられた下側孔（１４０a）、そしてガラスカバー
（１３２）の上に被せられ楕円形の孔（１５０a）を備えた補助板（１５０）、あわせて
補助板（１５０）の楕円形の孔（１５０a）に嵌められ装着される楕円形ナット（１６１;
外周縁が楕円形をなすもの）、そして下側孔（１４０a）および上側孔（１３２a）を経由
して楕円形ナット（１６１）に結合されるボルト（１６２）を含む。
【００８５】
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　補助板（１５０）が楕円形の孔（１５０a）を備え、この楕円形の孔（１５０a）に楕円
形ナット（１６１）が嵌められることで互いの空転防止が可能となり、下側孔（１４０a
）および上側孔（１３２a）を経由してボルト（１６２）を絞めようとするとき、面積の
広い補助板（１５０）を手で掴みながら簡単にボルト（１６２）を回転させ互いを固定さ
せることができ、その組立性をより大きく向上させることができる。
【００８６】
　図１３および図１４は、それぞれ、図４および図５の簡便調理器の蓋（１３０）を、縦
においた様子を示した斜視図である。
【００８７】
　本実施形態による簡便調理器は、蓋（１３０）の側面に装着され、天井の中心に向かっ
て折り曲がって延長された取手（１７０Ａ、１７０Ｂ）を含むことができる。
【００８８】
　取手（１７０Ａ、１７０Ｂ）が蓋（１３０）の側面に装着され、天井の中心に向かって
折り曲がって延長されることにより、図１３または図１４で図示した通り、蓋（１３０）
を床面に置こうとする場合に、取手（１７０Ａ、１７０Ｂ）を折り曲げられる部分と蓋（
１３０）[金属ボディ（１３１）]の側面が互いに均衡（平衡）をなし、直立させる（立て
る）ことができるようになり、その使用上の利便性[野外において日常生活同様に蓋（１
３０）をそのまま掛ける場合、その縁に土が付いてしまう難点を防ぎ、さらに蓋（１３０
）を直立させる場合、そのスペースに占める割合を最小に留めることができる利便性]の
向上を図ることができる。
【００８９】
　図１４では、より具体的に、取手（１７０Ｂ）は、蓋（１３０）、望ましくは金属ボデ
ィ（１３１）の側面にリベット装着され、蓋（１３０）の天井の中心へ向けて折り曲げら
れた固定片（１７１）と、この固定片（１７１）に嵌め込まれながらネジ（１７３）結合
され、蓋（１３０）の天井の中心へ向けて延長される手掴み部（１７２）で構成される。
【００９０】
　固定片（１７１）を金属ボディ（１３１）の側面にリベット装着できることで、互いの
固定力および組立性の極大化を図ることが可能で、さらに手掴み部（１７２）も固定片（
１７１）にネジ（１７３）結合されることにより、互いの組立性は無論のこと、蓋（１３
０）とのシンプルな調和によって簡素な外観が同時に得られる。
【００９１】
　一方、本実施形態による簡便調理器に適用された焼板（１２０）は、排出口（１２２）
が油受け（１１０）の窪み（１１２）に向けて放射状に均等に開けられ、自然な油の落下
および収集を可能とし、さらに熱流入口（１２１）を経由した炎が反射板（１４０）の中
心に相接しながら全方向へ徐々に上昇し、谷部（１４１）と頂部（１４２）の渦巻方向に
沿って自然に誘導され、反射板（１４０）の最外郭に向かって下降回折および屈折し、蓋
（１３０）の内部で輻射、対流および渦流循環した後、焼板（１２０）の排出口（１２２
）を経由して抜け出て、油受け（１１０）の通風口（１１３）へ排出されるようにするこ
とで、炎および熱流の円滑な流れ、つまり従来技術の支持台を無くしつつ、焼板（１２０
）の熱流入口（１２１）に油受け（１１０）の排熱口（１１１）が直接相接するようにな
る場合に発生し得る、炎および熱流の排出通路が無くなる現象を、油受け（１１０）の通
風口（１１３）で補完することで、生産性[従来技術の支持台除去による生産性]を高める
と同時に、全体のサイズ[従来技術の支持台を無くした高さの分、小さくなるサイズ]を相
対的に縮小できるようになる。
【００９２】
　さらに、油受け（１１０）は、排熱口（１１１）の周囲に開けられた補助孔（１１４）
をも含められる。
【００９３】
　焼板（１２０）の熱流入口（１２１）を経由した炎が、反射板（１４０）の中心に相接
しながら全方向へ徐々に上昇し、谷部（１４１）と頂部（１４２）の渦巻方向に沿って自
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然に誘導され、反射板（１４０）の最外郭に向かって下降回折および屈折し、蓋（１３０
）の内部で輻射、対流および渦流循環した後、焼板（１２０）の排出口（１２２）を経由
して抜け出て、油受け（１１０）の通風口（１１３）へ排出されるとき、補助孔（１１４
）から流入した炎で臭気微粒子を完全燃焼させる一方、ガスバーナの炎を排熱口（１１１
）と補助孔（１１４）に分散させ、油受け（１１０）の過度の加熱を未然に防止し、窪み
（１１２）に溜まった油による火災を未然になくすことができ、これにより室内でもより
スマートかつ簡単に、焼き調理を安全にできるようになる。
【００９４】
　上記構成からなる本実施形態による簡便調理器の使用動作を説明すると、次の通りであ
る。
【００９５】
　図１５、図１６、図１７および図１８は、本実施形態による簡便調理器のサンプルを撮
影した写真である。
【００９６】
　図４～図１８で図示した通り、まず油受け（１１０）の排熱口（１１１）を経由した炎
を、直接利用するためにガスバーナ上に油受け（１１０）、焼板（１２０）および蓋（１
３０）を順に位置させる。
【００９７】
　このとき、ガスバーナから提供される低温の炎は、油受け（１１０）の排熱口（１１１
）を経由して上昇した後、蓋（１３０）の天井に組み立てられた反射板（１４０）の谷部
（１４１）と頂部（１４２）により渦巻状に回折輻射、対流および渦流循環しながら、調
理物を焦がさずに、均一に迅速に焼くことを可能とする。
【００９８】
　そして、調理物から流出する油は、焼板（１２０）の排出口（１２２）を通って落下し
、油受け（１１０）の窪み（１１２）に溜められると同時に、一部の調理物から飛散する
油は、反射板（１４０）により渦巻状に回折輻射、対流渦流循環する炎によって一掃され
、さらに焼板（１２０）の排出口（１２２）を経由して抜け出る臭気微粒子を含む熱流も
、補助孔（１１４）から流入した炎によって完全に燃焼し、油受け（１１０）の通風口（
１１３）に排出できるようになる。
【００９９】
　このとき、使用する炎の温度は循環熱を用いるようにし、調理物が可能な限り徐々に焼
きあがるようにすることが望ましい。
【０１００】
　その後、調理物に充分火が通ると、ガスバーナの火を消して蓋（１３０）の取手（１７
０Ａ、１７０Ｂ）を掴んで取りあげた後、床面に立てておくことで、油が飛散せず、最終
的にほどよく焼けた調理物が得られることとなる。
【０１０１】
　一方、蓋（１３０）を分離した状態で焼板（１２０）の伝導熱を利用しようとする場合
は、従来技術の通り、キャップを被せて、油受け（１１０）の排熱口（１１１）から流入
する炎を、適切に部分遮断できるようにすることは無論である。
【０１０２】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載さ
れた範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は、調理物を立体的に、迅速に焼き上げることを可能にした簡便調理器に利用す
ることができる。
【符号の説明】
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【０１０４】
１１０:油受け
１１１:排熱口
１１２:窪み
１１３:通風口
１１４:補助孔
１２０:焼板
１２１:熱流入口
１２２:排出口
１３０:蓋
１３１:金属ボディ
１３１a:天井孔
１３２:ガラスカバー
１３２a:上側孔
１３３:バンド
１４０:反射板
１４０a:下側孔
１４１:谷部
１４２:頂部
１５０:補助板
１５０a:楕円形の孔
１６１:楕円形ナット
１６２:ボルト
１７０Ａ、１７０Ｂ:取手
１７１:固定片
１７２:手掴み部
１７３:ネジ
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